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医薬品の封の取扱い等について 

 

標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局長より別添のとおり通知があ

りましたのでお知らせいたします。 

偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止の徹底については平成 30 年 1

月 29 日付け日薬業発第 322 号にてお知らせしたところです。 

医薬品の封については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第 58 条に規定されておりますが、今般、同規定に基づ

く医薬品の封の取扱い等について新たに示されたほか、薬局等においては、

予め医薬品の製造販売業者が提供する偽造や異物混入防止等についての情報

を参照するとともに、医薬品の授受に当たって、医薬品に施された封の状態

を確認し、不審な点があった場合には医薬品の製造販売業者に確認を行うこ

とが求められております。 

つきましては貴会会員にご周知下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 














